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或防災計百の

策定(見直し)の背景

福島第一原発事故を踏ま
え､原子力発電所等が多数
立地する福井県で､万一の
事態が発生した場合の本県
への影響が懸念されるため
見直し策定

突発的な事故や災害の増加
に伴い､風水害等対策編に
定める突発重大事故を明ら
かにするため策定

阪神･淡路大震災を契機に
地域防災力の重要性が明ら
かになり､大幅な見直し

伊勢湾台風(S34)を契機に
災害対策基本法(S36)が制
定されたことに伴い策定

画の内客

敦賀原発､美浜原発､大飯
原発で､東京電力福島第一
原発の事故と同規模の放射
性物質が外部に放出された
と想定した原子力災害対策

湖上災害､航空機災害､鉄
道災害､道路災害､危険物
等災害､毒物劇物災害､大
規模火災､林野火災対策

琵琶湖西岸断層地震､花折
断層､東南海･南海地震等
による被害想定
震度7を想定した震災対策

水害(河川､ため池等)、土
砂災害(地すべり､砂防､急
傾斜等)、雪害対策

など

'塞耀'塞耀

薄|｢辮騨鰔騨評|｜騨蝋熱

ｕ本部長＝iｉＭｆ

Ｋ本書 知型Ｒｂ

※「特定事象通報｣とは､原子力災害対策特別措圃法第10条第１項に規定する特定の異常事象が発生した際に､原子力事業者が
選任する原子力防災管理者が国や関係自治体に行う通知をいう。

例)原発の境界付近で､５必Sv／h以上の放射線壁を検出した場合等
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資料1－２

地域 両災冒
■

画
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風水害対策編(S38～）

…iii!;蕊霧
震災対策編(S56～）

霧i霧鱸;議議iij鍵i議議鵜
原子力災害対策編(Ｈ13～）

1号体H１ 1局2名） 2号体制 局8名） 2号体 1局8名） 情報lDi 集体制

霧
災害警戒本部
本部長＝副知事
副本部長＝防災危機管理監‘
本部員＝１３課長

事故対策本部
本部長＝副知事

副本部長＝防災危機管理監
本部員＝13課長

災害警戒地方本部
本部長＝地域防災監

事故対策地方本部
本部長＝地域防災藍

~現地事故対策本部
本部長＝副知事が指名する者
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災害対策本部
本部長＝知事
副本部長＝副知事
本部員＝知事公室長防災危機管理監各部長会計管理者企業庁長

病院事業庁長教寶長辮察本部長

災害対策側l方本部本 受＝地域坊災藍

現地災害弗･策本部本部長＝知事が指名する者(畠'１知事､防災危機管理藍等）
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資料１－３

滋賀県国民保護計画の概要

滋賀県における取組み

平成１６年9月国民保護法（正式名称：武力攻撃事態等におけるE

措置に関する法律）施行

平成１８年１月滋賀県国民保護計画（本編・資料編）の策定

※滋賀県国民保護事態別対応マニュアルの策定

①「爆発への対応」

②「有害物質（ＮＢＣ）の漏洩等への対応」

③「避難・救援」

④「鉄道テロ対応」

１

(正式名称：武力攻撃事態等における国民の保護のための

２体制図

武力攻撃事態

ＵＯ
第２編平素からの備えや予防：
第３編武力攻撃事態等への対処Ｈ
第４編復旧等

第５編緊急対処事態への対処：
（資料編）

｣［
、／

Ⅱ
、／

連絡調整本部（長：防災危機管理監）

［主要業務］

１．情報の収集、整理、分析

２．関係機関との連絡調整

３．庁内関係部局等との連絡調整

４．連絡調整会議等の実施

一■■■■￣■■■■■■■■■■￣￣--￣￣￣￣■■■■

※地方連絡鯛整本部

1千百ＵＪＩ用。
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塵
府による事態認定あり

策本部指定の通知あり、または要請

Ｕ
己

政府による事態認定なし

対策本部指定の通知なし

０
国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部(本部長：知事）

※地方本部

緊急事態連絡本部(本部長：知事）

－－￣￣■■￣■■￣■■■■￣￣￣￣■■￣■■－－￣■■■■-－￣￣--￣￣■■■■■■■■■■￣￣￣￣■■

※緊急事態地方連絡本部



防災･エネルギー対策特別委員会資料2-1
平成２５年（２０１３年）５月３０日

知事直轄組織防災危機管理局

滋賀県地域防災計画（震災対策編）の修正について

1iillliiiiiiii篝ilil1i篝篝鑿！
今年度も予定されている災害対策基本法や国の防災基本計画の改正、関係個別法や施策等

の反映、また昨年度の修正で盛り込んだ取り組み方針・項目の具体的実行体制等について、
充実を図る予定。



關三~二-三１

滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）の見直しについて

◇平成24年度計画見直しの概要

見直し内容

１原子力災害対策指針に基づく防護措置基準の設定

①ＥＡＬ（緊急時活動レベル)、ＯＩＬ（運用上の介入レベル）を導入

《ＯＩＬ１》500匹Ｓv／ｈ（地上１ｍで計測した空間放射線量率）が測定された場合、数時間

内に区域を特定し、避難等を実施

《ＯＩＬ２》２０匹Ｓv／ｈ（地上１ｍで計測した空間放射線量率）が測定された場合、１日以

内に区域を特定し、１週間以内に一時移転

２救助・救急対策計画

救助・救急活動資機材の整備、陸上、空からの救助・救急対策

３災害警備対策

①災害瞥備実施体制の整備（情報収集、治安態勢の確保等）

②災害瞥備の実施（瞥戒区域等の周知、住民の避難誘導、交通対策等）

４緊急被ばく医療計画

①滋賀県緊急被ばく医療体制、医療措置

②初期、二次等被ばく医療機関として１２の医療機関を指定

５広域避難

①県内避難の方針：長浜市、高島市の受入れ先については、「大津市｣、「草津市｣、「東近江市、「甲

賀市」を中心に調整を図る。

②県域を越える広域避難：他府県、関西広域連合に要請

趣旨

原子力災害対策指針の策定を受け、必要な見直しを行ったほか、「救助・救急対策計画」「災害轡

傭対策」「緊急被ばく医療計画」等の項目について検討し、計画に盛り込んだ。



◇平成25年度計画見直し検討項目

見直し検討項目

１広域避難’

①県域を越える広域避難、②県内他の市町への広域避難、③広域避難計画の作成

２緊急時モニタリング等のあり方

緊急時モニタリング体制の整備および実施方法の具体化

３安定ヨウ素剤の配布方法

①備蓄場所、配布手続きの検討、②事前配布が必要な地域の有無、③服用指示の方法

４ＰＰＡ（プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する区域）対策

夏頃に予定される原子力災害対策指針の改定をもとに検討

５ＳＰＥＥＤＩ予測結果の検証

県が行った拡散予測シミュレーションとＳＰＥＥＤＩによる予測結果を比較検証

６琵琶湖への影響予測

琵琶湖環境科学研究センターによるシミュレーション結果を検証

ﾛ■■■■￣￣■■■■■

￣ﾛ■■■■￣■■■■■ﾛ■■■■
■U■■■

趣旨

国の原子力災害対策指針の改定に伴う見直しを行うほか、広域避難計画等について検討し、計画の

さらなる充実を図る。

スケジュール

平成25年８月見直し検討有識者会議開催（第１回目）

平成25年11月見直し検討有識者会議開催（第２回目）

平成26年１月見直し検討有識者会議開催（第３回目）

平成26年３月県防災会議の開催

主な見直し検討項目 平成24年度 平成25年度

①広域避難
Ｌ

「

②緊急時モニタリング ■Ⅱ■

③安定ヨウ素剤の配布 ﾛ■■
、

口

④ＰＰＡ対策

⑤ＳＰＥＥＤＩ結果検証 ■■

⑥琵琶湖への影響予測
▲

「

関係機関との調整等
･規制庁発足

(９月）

･県防災会殿

(３月）

･国指針改定

(■頃）

･県防災会､！

(３月）



厩祠単位:千円

事業名 当初予算見積額

(前年度予算額）

説明

【防災危機管理局】

防災行政推進費
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１危機管理センター整備事業（別紙１）1,972,516

様々な危機事案に対し、迅速・的確に対応するため、災害対策拠

点となる危機管理センターの実施設計および建築工事を行うとと

もに､防災行政無線の整備と防災情報システムの整備に向けた設計

を行う。

(1)危機管理センター設計業務、監理業務２６ 000

(2)危機管理センター建築工事1,003,867

(3)防災行政無線整備工事916,000

(4)防災情報システム整備実施設計業務26,000

③２近畿府県合同防災訓練４２

園

000

｢近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき、県

内および近畿府県等を含めた防災関係機関相互の連携を深めると

ともに、迅速・的確に対応できる体制の確立を図るため、広域的な

防災訓練を実施する。

３原子力防災対策強化事業（別紙２）21,244

国の新たな「原子力災害対策指針」を踏まえ、地域防災計画(原

子力災害対策編)について、広域避難や災害事後対策等の検討を行

うとともに、県民への正しい知識の普及を図るため、住民意識調査

や原子力防災訓練等を実施する。

(1)地方が参画する原子力安全体制の構築１

原子力防災専門委員会の開催

(2)リスクコミュニケーションの推進５

498

077

住民意識調査の実施、啓発教材等の作成、研修会の実施

(3)原子力防災訓練の実施３，７１６

(4)地域防災計画(原子力災害対策編)の見直し2,084

検討委員会の開催

(5)環境放射線モニタリングの運用・管理８

サンプリング分析

モニタリングポスト測定値のデータ放送による公表

】 530

③４「絆」で結ぶ災害対応事業３７４

東日本大震災の支援を通じて構築した「福島一滋賀」ラインを活

用し、福島県での災害対応について、各持ち場で対応された方々の

知見を学び今後の対応に活かすため研修会を実施するとともに､本

県避難者との交流会を開催し、避難者のニーズを把握する。



単位：千円

事業名 当初予算見積額

(前年度予算額）

説明

地震対策費
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９

０
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０
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園

⑤

１地震被害想定調査事業４２ 808

国における「防災基本計画」の修正、また「南海トラフの巨大地

震」に対する検討を踏まえ、本県における「地域防災計画」の修正

や地震防災対策の充実を図るために必要な基礎資料とするため､地

震被害想定調査を実施する。

園

園

(1)調査業務４２ 000

(2)検討委員会の開催３３５

２災害からこどもを守る事業1,769

滋賀の将来を担う子どもの命を災害から守るため､子育て世代に

対し就学前の子どもへの防災学習の実施を支援する。

(1)防災学習実施の支援１２３

(2)防災啓発アニメの制作・放送１

３メディア連携総合防災訓練４

646

500

防災訓練と併せ､報道機関と連携して災害現場の映像を配信する

報道対応訓練を行うとともに、県民の防災意識の向上を図るため、

訓練の模様を編集した特別番組を放送する。

・メディア連携総合防災訓練映像配信等業務委託

４地震防災等啓発事業委託９、 125

テレビ番組「くらしSafety」を制作。放映し、様々な地震災害

等の情報を日常的に発信することにより、普段から地震災害等への

備えが充実するよう啓発を図る。

・週１回・４分年間５１回

消防組織強化調整費 21.633

(25,134）

ｅ２１，６３３

園１地域で育む防災・防犯活動支援事業５７５

将来、防災・防犯活動の中核となる人材育成を図るため、小学校

における学習支援を行うとともに、若者や女性､企業への理解浸透

を図るため、防災や防犯に触れる機会を提供する。

(1)防災・防犯学習マニュアル等教材の充実強化４２０

(2)消防一日体験の実施１５５
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危機管理センターの概要

Ｏ建物規模は､地上5階､延べ床面積約5,500㎡
Ｏ建物は防災拠点に求められる耐震安全性能を確保(免震構造）
Ｏ災害対策本部機能として必要な諸室を配置
（災害対策本部員会議室､オペレーションルーム､災害対策室､プレスセンター､無線統制室

など）

○ライフライン断絶時にも対応(自家発電機､貯水槽､防災井戸、汚泥貯水槽､備蓄倉庫など）
Ｏ平常時は、１階を地域防災力の向上のための研修･交流や展示スペースとして活用

蝋三三灘iii籍ii鱗iii妻織鑛鰯する場］

別紙１

防災危機管理局
内線3448
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①地方が参画する原子力安全体制の構築

②ﾘｽｸコミュニケーションの推進

③原子力防災訓練の実施

④地域防災計画(原子力災害対策編)の
見直し

⑤環境放射線モニタリングの運用･管理



【国補正予算関係予算】

単位：千円

事業名 補正予算額

(補正前予算額）

説明

【防災危機管理局】

防災行政推進費
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１地震体験車（起震車）整備事業３２ 1０１

地震に備えて大地震の揺れを体験できる地震体験車について､導

入から10年以上を経過し老朽化が著しいことから､新たに整備を

行う 。

０→３２．１０１

消防学校費
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１消防学校寮室改修事業32,240

消防学校の寮室は整備から２８年を経過し、老朽化が著しいこと

から、改修を実施する。

０→３２．２４０
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県有施設の耐震化率について
（地震防災ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる）

防災上特に重要な県有施設(平成24年度末実績） （棟数）

１７５

蘭ﾋﾞｲに璽目ｵ翼１００％

１５８

露化墾目標６３８P

平成25年度県有施設耐震化予算

※耐震化率目標100％（平成29年度末）

防災上重要な県有施設(平成24年度末実績） (棟数）

※耐震化率目標６３．８％（平成24牛皮未ノ

予算額（千円） 備考

防災上特に重要な県有施設の耐震化 3,320,647 耐震改修

防災上重要な県有施設の耐震化 208,100 耐震改修

計 3,528,747

施設区分 全体数量 未改修
耐震化済み

(耐震改修不要含む）
耐震化率

医療機関施設 1５ ０ 1５ 100.0％

社会福祉施設 112 ２ 110 98.2％

学校関係施設 672 156 516 76.8％

利用の多い県民供用施認 7９ ９ 7０ 88.6％

防災拠点施設 4３ ８ 3５ 81.4％

9２１ 175 746 81.0％

施設区分 全体数量 未改修
耐震化済み

(耐震改修不要含む）
耐震化率

その他の県民供用施設 2３ ８ 1５ 65.2％

試験研究機関等 6７ 3０ 3７ 55.2％

その他庁舎等 222

７４

175 78.8％

職員宿舎等 205 7３ 132 64.4％

517 158 359 69.鰯


